
要介護の方(基本料金 1 回あたり 

身体介護 

区   分  利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

20 分未満 1,744 円 524 円 349 円 175 円 

20 分以上 30 分未満 2,610 円 783 円 522 円 261 円 

30 分以上 60 分未満 4,140 円 1,242 円 828 円 414 円 

60 分以上 90 分未満 6,066 円 1,820 円 1,214 円 607 円 

引き続き生活支援を行う場合の金額 

■ 身体介護 20 分以上 30 分未満＋ 

区   分  利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

20 分以上 3,306 円 992 円 662 円 331 円 

45 分以上 3,712 円 1,114 円 743 円 372 円 

70 分以上 4,697 円 1,410 円 940 円 470 円 

■ 身体介護 30 分以上 60 分未満＋ 

区   分  利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

20 分以上 4,836 円 1,451 円 968 円 484 円 

45 分以上 5,531 円 1,660 円 1,107 円 554 円 

70 分以上 6,227 円 1,869 円 1,246 円 623 円 

■ 身体介護 60 分以上 90 分未満＋ 

区   分  利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

20 分以上 6,762 円 2,029 円 1,353 円 677 円 

45 分以上 7,457 円 2,238 円 1,492 円 746 円 

70 分以上 8,153 円 2,446 円 1,631 円 816 円 

 

生活援助が中心である場合 

生活援助 

区   分  利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

20 分以上 45 分未満 1,915 円 575 円 383 円 192 円 

45 分以上 2,354 円 707 円 471 円 236 円 



要支援及び事業対象者の方(基本料金 1 ケ月あたり) 

 

区 分 利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

週 1 回程度 12,583 円 3,775 円 2,517 円 1,259 円 

週 2 回程度 25,134 円 7,541 円 5,027 円 2,514 円 

週 2 回超 

（要支援２のみ） 
39,878 円 11,964 円 7,976 円 3,988 円 

 

加算料金 

初回加算 初回及び 2 カ月利用がなく再開した場合  200 単位 

２人対応の場合 ２倍（所定単位数の１００分の２００） 

緊急時加算 １回につき １００単位 

特定事業所加算(Ⅱ) 特定単位数の100分の10に相当する単位数に乗じて計算した額 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 基本単位及び加算単位の合計単位に 24.5％ を乗じて計算した額 

 

① 原爆被爆手帳をお持ちの方は、利用料が免除（低所得世帯の方に限ります。）となります。 

また、生活保護世帯、被爆者以外の低所得者の方についても、減免の制度があります。 

 

② 通常の実施地域を越えて行うサービスの交通費は、実施地域を越えた場所から１㎞につき１５円をいただきます。 

ただし、安佐南区沼田町阿戸、吉山、伴北７丁目及び安佐町小河内、久地、くすの木台は除くものとします。 

 

③ 中山間地域等にお住まいの方は所定の単位数に５％の加算をいただきます。 

 

 

令和４年１０月１日改正 

令和６年 ４月１日改正 

令和６年 ６月１日改正 


